
新潟市民病院職員旧姓使用取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新潟市民病院職員（一般職の職員及び新潟市民病院非常勤職員要綱

第２条に規定する職員をいう。以下同じ。）が旧姓を使用することに関し，必要な事項

を定めるものとする。 

（旧姓が使用できる文書等） 

第２条 旧姓を使用することができる文書，名札その他氏の記載を要するもの（以下「文

書等」という。）の基準及び旧姓を使用することができない文書等の基準は，別表に掲

げるとおりとする。 

（手続） 

第３条 職員は，旧姓使用の承認を受けようとするときは，別記様式第１号による旧姓使

用承認申請書を速やかに病院事業管理者（以下「管理者」という。）に提出しなければ

ならない。 

２ 他の事務部局において旧姓使用を承認されていた職員が市民病院職員に任用された

とき，又は新たに採用された職員が旧姓を使用しようとするときは，前項の規定にかか

わらず，任用又は採用の日以後２月以内に旧姓使用承認申請書を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

（旧姓使用の承認） 

第４条 管理者は，前条の申請書の提出があった場合において，職務遂行上又は事務処理

上支障がないと認めるときは，旧姓使用を承認するものとする。 

２ 管理者は，旧姓使用を承認したときは，別記様式第２号による旧姓使用承認通知書に

より当該職員に通知しなければならない。 

（旧姓使用の取消し） 

第５条 管理者は，旧姓使用を承認した後において，当該旧姓使用が，職務遂行上又は事

務処理上支障があると認めるときは，当該旧姓使用者に係る旧姓使用の承認を取り消す

ことができる。 

２ 管理者は，前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは，その旨を当該職員

に通知しなければならない。 

（旧姓使用の中止） 

第６条 旧姓使用を承認されている職員で，旧姓使用を中止しようとする職員は，別記様

式第３号による旧姓使用中止願を管理者に提出しなければならない。 



２ 管理者は，前項の願出があった場合において，職務遂行上又は事務処理上支障がない

と認めるときは，当該旧姓使用の中止について承認するものとする。 

３ 管理者は，前項の規定により旧姓使用の中止を承認したときは，その旨を当該承認を

受けた職員に通知するとともに，旧姓使用者台帳にその旨を記載するものとする。 

（旧姓使用の申請の制限） 

第７条 前条第２項により旧姓使用の中止を承認された職員は，管理者が特に必要がある

と認めた場合を除き，再び旧姓使用の承認を申請することはできない。 

（旧姓使用者台帳） 

第８条 管理者は，別記様式第４号による旧姓使用者台帳を整備するとともに，旧姓使用

の適切な運用管理に努めなければならない。 

（職員の責務） 

第９条 旧姓を使用する職員は，旧姓を使用するにあたっては，常に市民，職員等に誤解

や混乱を生じさせないよう努めなければならない。 

２ 旧姓を使用する職員は，市民及び組織内部に混乱を生じさせないため，旧姓使用を認

められた文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。 

３ 所属長は，所属職員の旧姓使用に関し適正な運用が図られるよう努めなければならな

い。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，旧姓使用に関し必要な事項は，別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

 



別表（第２条関係） 

 

１ 旧姓を使用することができる文書等の基準 

基 準 主な文書等の例示 

(1)氏名が記載されてい

るのみで，対外的に効果

を生じないもの 

・職員録 

・職員配置図 

・事務分担表 

・名札 

・回覧用紙 

(2)起案文書 ・起案者及び決裁者の押印 

（経費執行伺書，支出命令書等も可能） 

(3)権利及び義務に関す

る文書等（給与，手当等

の支払いの根拠となる

もの）で，職員の同一性

の確認が容易にできる

もの 

・出勤簿 

・年次有給休暇簿 

・時間外勤務・特殊勤務命令票 

・週休日振替簿，代休日指定簿 

・育児休業承認請求書 

・特別休暇承認請求書 

・療養休暇承認請求書 

・介護休暇承認請求書 

・欠勤届 

・職務専念義務免除承認請求書 

(4)その他 各所属長が，職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせ

るおそれがないと認めるもの 

 

２ 旧姓を使用することができない文書等の基準 

基 準 主な文書等の例示 

(1)公権力の行使に関す

る文書 

・立入検査，徴税，営業許可等の行政処分に関する文書 

・その他職員の身分に基づいて行う行政行為に関する文書 

(2)給与及び旅費の支給

事務で税金の源泉徴収

や銀行口座の氏名等と

整合性をはかる場合 

・給与等支給関係書類 

・請求書（旅費） 

・領収書（旅費及び参加費関係） 

(3)身分関係に関わる文

書等で法令等に基づく

もの 

・職員証，出納員証等身分を証明する証票 

・服務の宣誓書 

・辞令書 

・退職願 

・人事記録 

 



別記様式第１号（第３条関係） 

旧 姓 使 用 承 認 申 請 書 
 

年   月   日 
新潟市病院事業管理者  様 
 

所   属              
職   名              
職員コード              
氏   名           印  

（戸籍上の氏名）            
 

 下記のとおり旧姓使用を承認くださるよう申請します。 
 

記 
 
 
１．使 用 す る 旧 姓                    
                 
 
２．戸  籍  上  の  氏                    
                 
 
３．戸籍上の・の変更年月日         年   月   日  
 
 
 
 
 

決 裁                    年   月   日 所属長印 

事務局長   総務課長   課長補佐  係長    係             

 



別記様式第２号（第４条関係） 

旧 姓 使 用 承 認 通 知 書 

 
年   月   日 

 
          様 

                                      

新潟市病院事業管理者         

 
     年   月   日付で申請のあった旧姓の使用については，下記のとおり承

認しましたので通知します。 
 
 

記 
 
１．使 用 す る 旧 姓     
 
２．使 用 開 始 年 月 日          年   月   日 
 
３．旧 姓 使 用 の 範 囲     新潟市民病院職員旧姓使用取扱要綱に定める範囲 

             



別記様式第３号（第６条関係） 

旧 姓 使 用 中 止 届 
           
年   月   日 

新潟市病院事業管理者  様 
 

所   属              
職   名              
職員コード              
氏   名           印  

                  （戸籍上の氏名）             
    

 下記のとおり旧姓使用の中止を承認くださるようお願いします。 
 

記 
 
 
１．使 用を中 止する旧 姓                 
                 
 
２．戸  籍  上  の  氏                    
                 
 
 
 
 
 
 
 

決 裁                    年   月   日 所属長印 

事務局長   総務課長   課長補佐  係長    係             

 



別記様式第４号（第８条関係） 

旧 姓 使 用 者 台 帳 

 

職員番号 氏 名
フ リ ガ ナ

  旧姓
フリガナ

 使用開始日 中止日 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


